
乙部町小型風力発電施設の設置に関する要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、乙部町において５０ｋｗ未満の小型風力発電施設及び施設設置に伴う

送電線等の付帯設備（以下「小型風力発電施設等」という。）の設置及び運用に関し、必要

な事項を定めることにより、町民の安全と安心及び良好な生活環境、自然環境、景観の保

全を行うことを目的とする。 

 （対象施設） 

第２条 この要綱の対象となる施設は、乙部町における小型風力発電施設等の新設、増設又

は改修をする場合とする。 

 （対象地域） 

第３条 この要綱の対象地域は、乙部町全域とする。ただし、小型風力発電施設等の設置場

所が本町行政区域内に属さない場合であっても、第４条に規定する距離が確保できない場

合又は第５条から第１１条に規定する影響等が想定される場合は、本要綱を適用する。 

 （設置場所） 

第４条 小型風力発電施設等を設置しようとする者（以下「事業者」という。）は、２０ｋＷ

未満の小型風力発電施設等を設置する場合は、住宅等（学校、保育所、病院、福祉施設等住

民が利用する施設を含む。以下「住宅等」という。）から３００ｍ以上の距離を確保しなけ

ればならない。ただし、住宅等から２００ｍ以上離れている場合で、地権者及び周辺居住

者等の承諾を得られたときはこの限りではない。 

２ 事業者は、２０ｋＷ以上５０ｋｗ未満の小型風力発電施設等を設置する場合は、住宅等

から５００ｍ以上の距離を確保しなければならない。 

３ 事業者は、小型風力発電施設等の設置する場合は、道路から当該小型風力発電施設等の

最大の高さに相当する距離以上離れた場所に設置しなければならない。 

４ 前項に規定する道路とは、国道、道道、町道、農道及び林道をいう。 

 （騒音） 

第５条 設置しようとする小型風力発電施設等に最も近い住宅等において、当該小型風力発

電施設等から発生する騒音は、昼間の場合は５５ｄＢ以下、夜間の場合は４５ｄＢ以下と

しなければならない。 

２ 前項の規定に関わらず、一過性の特定できる騒音を除いた騒音が３０ｄＢを下回る区域

では、小型風力発電施設等に最も近い住宅等において、当該小型風力発電施設等から発生

する騒音は３５ｄＢ以下としなければならない。 

３ 騒音による障害又は苦情が発生したときは、原因を調査し誠意をもって対応するととも

に、その内容を町に報告しなければならない。 

 （低周波音） 

第６条 設置しようとする小型風力発電施設等に最も近い住宅等において、当該小型風力発

電施設等から発生する低周波音は、環境省「低周波音問題対応の手引書」の低周波音によ

る物的及び心身に係る苦情に関する参考値を超えないものとすること。 



２ 低周波音による障害又は苦情が発生したときは、原因を調査し誠意をもって対応すると

ともに、その内容を町に報告しなければならない。 

 （日陰） 

第７条 事業者は、小型風力発電施設等の稼働により、風車の羽根の回転に伴って、地上に

明暗が生じる現象を含めた日陰の影響が発生しないよう十分配慮するとともに、必要な措

置を講ずるものとする。 

 （電波障害） 

第８条 事業者は、小型風力発電施設等の稼働により、テレビの受信状況、防災行政無線等

に影響が発生しないよう十分配慮するとともに、必要な措置を講ずるものとする。 

 （動植物に与える影響） 

第９条 事業者は、小型風力発電施設等の設置によって動植物に与える影響を可能な限り回

避するよう十分配慮するとともに、必要な措置を講ずるものとする。 

 （景観） 

第１０条 事業者は、小型風力発電施設等の設置に当たっては、地域の自然及び歴史的環境

と調和し、良好な景観形成に努めなければならない。 

２ 事業者は、小型風力発電施設等の配置、デザイン及び色彩に関して、周囲の景観と調和

が図られるよう配慮しなければならない。 

３ 事業者は、小型風力発電施設等を設置することにより、良好な景観又は風致を著しく阻

害することのないよう十分配慮するとともに、必要な措置を講ずるものとする。 

４ 事業者は、小型風力発電施設等及びその周辺に広告物等を表示する場合は、良好な景観

又は風致を著しく阻害する事のないよう、管理上必要とされる最小限のもののみを表示す

るものとする。 

 （光害） 

第１１条 事業者は、小型風力発電施設等及びその周辺に照明器具等を設置する場合には、

住民や動植物への影響が発生しないよう十分配慮するとともに、必要な措置を講ずるもの

とする。 

 （その他の遵守事項） 

第１２条 事業者は、小型風力発電施設等の設置にあたっては、次に掲げる事項について遵

守するものとする。 

 (1) 事業区域の近隣の住民、土地及び家屋の所有者または使用者、事業区域に関係する自

治会又は町内会（以下「関係地域住民」という。）との協調を保つこと。 

 (2) 雨水等による土砂、汚泥の流出及び水害等の災害防止策を講じること。 

 (3) 災害防止の為、事業区域境界線から十分な保安距離を設け、必要に応じて緩衝地帯を

設置する事。 

 (4) 事業区域内の環境整備に努めるとともに、除草剤、殺虫剤等の薬剤を使用する場合に

は、周辺環境に十分配慮すること。 

 (5) 法令上問題がない地域でも、災害の発生が懸念される場合などについては、関係者と

十分に協議し、必要な措置を講ずるものとする。 



 （事業の説明） 

第１３条 事業者は、小型風力発電施設等の設置計画について、町に対し、事前に事業説 

明するものとする。 

 （住民説明会等の実施） 

第１４条 事業者は、小型風力発電施設等を設置しようとする場合は、その計画の概要が明

らになった時点で、関係地域住民に対して、説明会その他の適切な方法（以下「説明会等」

という。）により事業内容を周知するものとし、説明会等の開催について事前に町に情報提

供するものとする。 

２ 事業者は、説明会等において、関係地域住民から出された要望及び意見に対しては、丁

寧かつ誠意をもって対応するものとする。 

３ 事業者は、住民説明会等の概要及び関係地域住民から出された要望及び意見について、

町長に報告するものとする。 

４ 事業者は、前項の報告後において必要がある場合は、再度説明会等を開催するなど関係

地域住民に理解が得られるよう努めるものとし、説明会等を開催した場合は、前項の規定

に準じて報告するものとする。 

５ 事業者は、関係地域住民の要望及び意見について、その関係地域住民との間で当該要望

事項等に係る双方の同意事項を書面で締結することが望ましい。 

 （法規制等に係る協議） 

第１５条 事業者は、小型風力発電施設等を設置に係る法規制等について、町の所管課及び

関係行政機関と協議し、必要な調整を行う者とする。 

 （専門家等からの意見聴取） 

第１６条 町は、生活環境、自然環境及び景観等の保全の観点から、必要に応じて専門家等

に意見を聴取することができるものとする。 

 （設置に関する届出） 

第１７条 事業者は、国への再生可能エネルギー発電事業計画認定申請を行う前に、町に小

型風力発電施設等の設置に関する届出書（別記様式第１号）に次に掲げる関係書類を添え

て提出するものとする。ただし、再生可能エネルギー発電事業計画認定申請が済んでいる

ときは速やかに届出書を提出するものとする。 

 (1) 事業計画の概要 （事業内容、事業実施体制、保守点検及び維持管理体制）及び資金計

画等 

(2) 事業予定地の位置図（風車位置及び周辺住宅等からの距離を示したもの） 

(3) 国への再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書（予定）の写し 

(4) 再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況報告書の写し 

(5) 電力会社との接続契約の写し又は接続の確認ができる資料等の写し 

(6) 関係住民等への事業説明を行ったときは、その内容を示す議事録 

２ 届出書の提出後において、届出内容に変更が生じたときは、小型風力発電施設等の設置

変更（中止）届出書（別記様式第２号）に変更又は中止の内容がわかる書類及び前項各号

に掲げる書類のうち、変更があった書類を添えて町に提出するものとする。 



 （設置の完了報告） 

第１８条 事業者は、小型風力発電施設等の設置を完了したときは、小型風力発電施設等の

設置完了報告書（別記様式第３号）を速やかに町に提出するものとする。 

 （設置後の維持管理等） 

第１９条 事業者は、小型風力発電施設等の運用にあたっては、関係法令等を遵守し、安全

性の確保を十分に図るとともに、適切な情報提供に努めなければならない。 

２ 小型風力発電施設等については、破損又は事故等を未然に防止するよう努めるものとし、

破損又は事故等が発生したときは、速やかに事故等報告書（別記様式第４号）を町に提出

するものとする。 

３ 事業者は、小型風力発電施設等による騒音、電波等の障害が発生したときは、原因を調

査し誠意を持って対応するとともに、事故等報告書（別記様式第４号）を町に提出するも

のとする。 

 （施設等の廃止又は譲渡） 

第２０条 事業者は、小型風力発電施設等を廃止し又は譲渡するときは、小型風力発電施設

等廃止（譲渡）報告書（別記様式第５号）を町に提出するものとする。なお、廃止したとき

は、撤去までの期間、風車の倒壊等による周辺への危険がないよう適切に管理するととも

に速やかに小型風力発電施設等を撤去するものとする。 

２ 事業者は、設備又は保守点検体制等の変更が生じたときは、速やかに町に対して小型風

力発電施設変更届出書（別記様式第６号）の関係書類を添えて提出するものとする。 

（その他） 

第２１条 事業者は、小型風力発電施設等に関して、関係地域住民等から苦情等の申し出が

あったときは、その内容を町に報告するとともに、誠意を持って対応するものとする。 

 （事業者の公表） 

第２２条 町は、本ガイドラインを遵守しない事業者については、事業者名、事業概要等を

公表することができるものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



別記様式第１号（第１７条第１項関係） 

（表） 

                  年  月  日 

 

小型風力発電施設等の設置に関する届出書 

 

乙部町長 様 

 

住  所（法人は所在地） 

氏  名（法人は名称及び代表者名） 印 

電話番号 

 

下記のとおり小型風力発電施設等の設置を計画したので、関係書類を添えて届出します。 

事 業 主 体  

事 業 実 施 場 所    

事業関係土地状況 別紙のとおり 

事 業 規 模     
   ｋＷ ×   基 

      ｋＷ ×   基 

工事スケジュール 
（工事着工予定）      年    月    日から 

（工事完了予定）      年  月  日まで 

発電事業予定期間 
（運転開始予定）      年  月  日から 

（運転終了予定）      年  月  日まで 

連 絡 先     

担当者  所   属 

氏   名 

電話番号   

関 係 書 類     

□事業計画の概要 （事業内容、事業実施体制、保守点検及び維持管理体

制）及び資金計画等 

□事業予定地の位置図（風車位置及び周辺住宅等からの距離を示したも

の） 

□国への再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書（予定）の写し 

□再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況報告書の写し 

□電力会社との接続契約の写し又は接続の確認ができる資料等の写し 

□関係住民等への事業説明を行ったときは、その内容を示す議事録 

□その他参考となる資料 

 

 

 

 

 

 



（裏） 

別紙 

 

事業関係土地調書（□当初届出・□変更・□中止） 

所在・地番 地目 
面積 

現所有者 
自己所有地 売買予定 借地 権利設定 

       

       

       

       

       

       

       

 

設置にあたっての基準 

項目 該当の有無 措置の内容 

住宅等からの距離   

道路からの距離   

騒音   

低周波音   

日陰   

電波障害   

動植物に与える影響   

景観   

光害   

その他   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第２号（第１７条第２項関係） 

（表） 

                  年  月  日 

 

小型風力発電施設等の設置変更（中止）届出書 

 

乙部町長 様 

 

住  所（法人は所在地） 

氏  名（法人は名称及び代表者名） 印 

電話番号 

 

  年  月  日付けで届出した小型風力発電施設等の設置について、設置の変更（中

止）をしたいので、関係書類を添えて届出します。 

事 業 主 体  

事 業 実 施 場 所    

事業関係土地状況 別紙のとおり 

変 更 内 容     届出 変更後 

事 業 規 模     
ｋＷ ×   基 

ｋＷ ×   基 

ｋＷ ×   基 

ｋＷ ×   基 

工事スケジュール 
（着工）    年    月    日から 

（完了）    年  月  日まで 

  年    月    日から 

  年  月  日まで 

発電事業予定期間 
（開始）    年  月  日から 

（終了）    年  月  日まで 

  年    月    日から 

  年  月  日まで 

連 絡 先      

担当者  所   属 

氏   名 

電話番号   

変更（中止）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

関 係 書 類     

□国への再生可能エネルギー発電事業計画事後変更届出書の写し 

□変更（中止）内容がわかる書類 

 



（裏） 

別紙 

 

事業関係土地調書（□当初届出・□変更・□中止） 

所在・地番 地目 
面積 

現所有者 
自己所有地 売買予定 借地 権利設定 

       

       

       

       

       

       

       

 

設置にあたっての基準 

項目 該当の有無 措置の内容 

住宅等からの距離   

道路からの距離   

騒音   

低周波音   

日陰   

電波障害   

動植物に与える影響   

景観   

光害   

その他   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第３号（第１８条関係） 

（表） 

                  年  月  日 

 

小型風力発電施設等の設置完了報告書 

 

乙部町長 様 

 

住  所（法人は所在地） 

氏  名（法人は名称及び代表者名） 印 

電話番号 

 

  年  月  日付けで届出した小型風力発電施設等の設置について、設置を完了し

たので、関係書類を添えて報告します。 

事 業 主 体      

事 業 実 施 場 所    

事業関係土地状況 別紙のとおり 

事 業 規 模     
   ｋＷ ×   基 

      ｋＷ ×   基 

工事スケジュール 
（工事着工）      年    月    日から 

（工事完了）      年  月  日まで 

発電事業予定期間 
（運転開始）      年  月  日から 

（運転終了）      年  月  日まで 

連 絡 先 

担当者  所   属 

氏   名 

電話番号   

関 係 書 類     

□施設等設置配置図 

□設置完了写真 

□国からの事業計画認定通知書の写し 

□維持管理に関する資料等 

□緊急連絡体制 

□その他参考となる資料 

 

 

 

 

 

 

 

 



（裏） 

別紙 

 

事業関係土地調書（□当初届出・□変更・□中止） 

所在・地番 地目 
面積 

現所有者 
自己所有地 売買予定 借地 権利設定 

       

       

       

       

       

       

       

 

設置にあたっての基準 

項目 該当の有無 措置の内容 

住宅等からの距離   

道路からの距離   

騒音   

低周波音   

日陰   

電波障害   

動植物に与える影響   

景観   

光害   

その他   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第４号（第１９条第２項、第３項関係）      

                  年  月  日 

 

事故等報告書 

 

乙部町長 様 

 

住  所（法人は所在地） 

氏  名（法人は名称及び代表者名） 印 

電話番号 

 

小型風力発電施設等の事故等について、下記のとおり報告します。 

発 生 日 時  

発 生 場 所  

事 故 等 の 状 況 

 

 

 

 

 

 

 

被 害 者 住 所 氏 名 
 

 

事 故 の 原 因 

 

 

 

事 故 等 対 応 者 

担当者  所   属 

氏   名 

電話番号   

事 故 等 対 応 状 況 

対応日時 対応内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第５号（第２０条第１項関係） 

（表） 

                  年  月  日 

 

小型風力発電施設等廃止（譲渡）報告書 

 

乙部町長 様 

 

住  所（法人は所在地） 

氏  名（法人は名称及び代表者名） 印 

電話番号 

 

  年  月  日付けで設置完了報告した小型風力発電施設等について、下記のとお

り廃止（譲渡）したので、関係書類を添えて報告します。 

事 業 主 体      

事 業 実 施 場 所    

事業関係土地状況 別紙のとおり 

事 業 規 模     
   ｋＷ ×   基 

      ｋＷ ×   基 

廃止（譲渡）年月日      年    月    日 

施設等撤去年月日      年  月  日 

譲 渡 先 名 称 等   

住  所（法人は所在地） 

氏  名（法人は名称及び代表者名）        

電話番号 

譲渡後の発電事業期

間 

（運転開始）      年  月  日から 

（運転終了）      年  月  日まで 

連 絡 先      

担当者  所   属 

氏   名 

電話番号   

関 係 書 類     

【撤去】 

□撤去前及び撤去後の写真 

□撤去に関する関係資料 

□その他参考となる資料 

【譲渡】 

□譲渡に関する関係資料 

□事業計画（事業実施体制、保守点検及び維持管理体制、緊急時の連 

絡先 

□その他参考となる資料 

 



（裏） 

別紙 

 

事業関係土地調書 

所在・地番 地目 
面積 

現所有者 
自己所有地 売買予定 借地 権利設定 

       

       

       

       

       

       

       

 

設置にあたっての基準 

項目 該当の有無 措置の内容 

住宅等からの距離 □有   □無  

道路からの距離 □有   □無  

騒音 □有   □無  

低周波音 □有   □無  

日陰 □有   □無  

電波障害 □有   □無  

動植物に与える影響 □有   □無  

景観 □有   □無  

光害 □有   □無  

その他 □有   □無  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第６号（第２０条第２項関係） 

                  年  月  日 

           

     

乙部町長 様 

 

住  所（法人は所在地） 

氏  名（法人は名称及び代表者名） 印 

電話番号 

 

小型風力発電施設変更届出書 

 

  年  月  日付けで届出した小型風力発電施設の設備等について変更したので、

関係書類を添えて届出します。 

事 業 実 施 場 所    

設 備 の 識 別 番 号          

変 更 内 容     変更前 変更後 

設 備     

 

 

 

 

保 守 業 者     

事業者名： 

住  所： 

電  話： 

 

事業者名： 

住  所： 

電  話： 

 

関 係 書 類     

□国への再生可能エネルギー発電事業計画事後変更届出書の写し 

□変更内容がわかる書類 

 

 


